
 

渋川市建設工事等請負業者選定要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、渋川市建設工事等入札審査会設置規程（平成１８

年訓令第２７号）に定めるもののほか、渋川市が発注する建設工事等

に係る入札業務等の公正な執行に関して必要な事項を定めるものとす

る。 

（入札参加資格審査申請書の提出） 

第２条 市長は、工事の請負を希望する業者に対し、渋川市が発注する

契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格

等（平成１８年告示第７号）で定めるところにより、建設工事競争入

札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）及び添付書類を提

出させるものとする。 

（請負業者資格審査） 

第３条 市長は、申請書を提出した業者の適格性の判定（以下「適格審

査」という。）及び等級別格付の審査の適正を期するため、渋川市建

設工事等入札審査会（以下「審査会」という。）に審査を行わせるも

のとする。 

（適格審査） 

第４条 審査会は、業者から提出された申請書及び添付書類により、そ

の適格性を審査し、判定するものとする。 

２ 工事請負有資格業者（以下「有資格業者」という。）は、次の各号

に掲げる者でなければならない。 

 (１) 経営状態が健全である者 

 (２) 建設業法第３条第１項の規定による許可を受けている者 

（等級別格付の審査） 

第５条 審査会は、前条の適格審査に合格した業者について、経営事項

審査結果の総合評定数値（以下「客観数値」という。）と第８条の規

定により算出した主観数値（以下「主観数値」という。）等により、

工事種類別の施工能力を判定し、等級別の格付を行うものとする。た

だし、主観数値の付与及び等級別の格付は、次の各号のいずれかに該



 

当する業者について行うものとする。 

（１） 渋川市内に本店を有し、契約等の権限を渋川市以外の営業所

等に委任していない業者 

（２） 渋川市内に営業所等を有し、契約等の権限を当該営業所等に

委任している業者 

２ 等級別の格付を行わない有資格業者については、前項に規定する等

級別格付を行ったものとみなして、この要領（第１０条を除く。）及

び渋川市建設工事に係る共同企業体取扱要綱中の等級別格付に関する

規定を適用する。 

（等級別格付の基準） 

第６条 前条の等級別格付の基準は、別表２のとおりとする。 

（適格審査に必要な資料の提出） 

第７条 契約管理課長は、申請書について適格審査に必要な資料並びに

客観数値、主観数値、総合数値及び格付等級等を記載した書面を審査

会に提出するものとする。 

（主観数値の算出方法等） 

第８条 主観数値は、次に掲げる事項ごとに別表１により算出した評点

を合計した数値とする。 

 （１） 渋川市が発注した建設工事の種類別工事成績評定 

 （２） 渋川市優良工事表彰 

 （３） 指名停止状況 

 （４） 障害者の雇用の状況 

 （５） 渋川市との災害応援協定の締結の有無 

 （６） 渋川市との除雪作業業務委託契約の締結の有無 

 （７） 消防団員の登録の状況 

 （８） 建設会社における災害時の事業継続力認定の有無 

（総合数値） 

第９条 総合数値は、客観数値と主観数値の和とする。ただし、主観数

値の付与を受けていない有資格業者については、客観数値をもって当

該者の総合数値とするものとする。 

（有資格業者名簿） 



 

第１０条 審査会の事務局である契約管理課は、審査会が有資格業者と

して判定し、業者の等級別格付をしたときは、市長の決裁を受けて、

直ちに工事請負有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）

を作成し、工事を担当する主務課長等に配布するものとする。 

２ 有資格業者名簿の有効期間は、２年とする。 

（指名競争入札参加業者の選定） 

第１１条 審査会は、等級別に格付された有資格業者の中から、第１３

条に規定する設計金額の区分に基づき、指名競争入札参加業者を選定

するものとする。ただし、工事の難易度、経緯及び地理的条件等を考

慮し、上位又は下位１等級までの業者を選定することができる。 

２ 審査会は、工事の発注が時期的に一地区に集中し施工の確保が困難

と認められる等特別の理由があるときは、前項ただし書の規定による

ほか、等級Ａに属する業者にあっては下位２等級までの工事について

選定することができる。 

３ 第１項ただし書又は前項の規定を適用する場合にあっては、その数

は、選定される全業者の半数以下とする。ただし、専門工事等で、登

録者数の少ない工種においては、この限りでない。 

４ 本工事に附帯する関連の追加工事等については、第１３条の規定に

よる金額の制限にとらわれず、本工事発注金額を基準とすることがで

きる。 

５ 審査会は、業者を選定しようとするときは、設計金額に応じ、次の

区分による数の業者を選定するものとする。ただし、特に必要がある

場合は、適宜加減することができる。 

区分 設計金額 指名業者数 

１ ５００万円未満 ５者以上 

２ ５００万円以上１，０００万円未満 ７者以上 

３ １，０００万円以上 １０者以上 

６ 設計金額が８，０００万円以上となる工事にあっては、当該工事の

種類について特定建設業の許可を受けている有資格業者の中から選定

するものとする。 



 

７ 審査会の委員長は、審査会が入札等の方法及び条件並びに指名業者

を選定したときは、入札審査会付議調書に決定事項を記入し、契約管

理課長に送付するものとする。 

（指名業者選定に当たっての留意事項） 

第１２条 審査会は、前条により指名業者を選定するに当たっては、次

の事項について留意しなければならない。 

（１） 審査基準日以降における不誠実な行為の有無 

（２） 審査基準日以降における経営、信用の状況 

（３） 工事成績の状況 

（４） 当該工事に対する地理的条件 

（５） 手持ち工事の状況 

（６） 当該工事施工についての技術的適性 

（７） 工事施工についての技術者の状況 

（８） 審査基準日以降における安全管理の状況 

（９） 審査基準日以降における労働福祉の状況 

（発注設計金額の区分） 

第１３条 各等級別に格付された業者への発注の標準とする設計金額は、

次のとおりとする。 

区分 

等級 
土木一式工事 建築一式工事 その他の工事 

Ａ １，５００万円以上 ２，０００万円以上 ５００万円以上 

Ｂ 
５００万円以上 

３，５００万円未満 

５００万円以上 

４，５００万円未満 
１，０００万円未満 

Ｃ １，０００万円未満 １，０００万円未満  

 （指名業者選定の特例） 

第１４条 審査会は、指名業者の選定に当たり、次の各号のいずれかに

該当する場合には、前条の規定に関わらず有資格業者の中から選定す

ることができるものとする。 

（１） 災害復旧工事等であって、緊急に施工を要する場合 

（２） 特定の機械又は技術を必要とする工事 



 

（３） その他特別の理由があると認められたとき 

（設計を委託した建設工事の指名業者選定） 

第１５条 審査会は、設計を委託した建設工事の指名業者の選定につい

ては、実施設計業務の受注者には、原則として、当該設計に係る工事

の入札に参加させ、又は当該工事を請負わせてはならない。ただし、

特殊工事等で、他の者では施工が技術的に困難であると判断される場

合は、この限りではない。 

 （競争入札の参加制限） 

第１６条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する者については、原

則として入札に参加させてはならない。 

（１） 同一工事における入札に参加しようとする者の間に資本関係

又は人的関係があると認められる者 

（２） 談合その他の理由により、渋川市から損害賠償請求を受け、

指定した期日までに当該請求に係る損害賠償金を完納せず、提訴さ

れた者 

（随意契約による場合の選定） 

第１７条 随意契約による場合の業者の選定は、第１１条の規定を準用

し、有資格業者のうちから選定するものとする。ただし、渋川市小規

模工事等希望者登録要綱に定める金額以下の工事等は、当該登録者名

簿に登載されている者から選定することができるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特殊な工法及び技術を要する工事である

ほか特別な理由があり、有資格業者の中から選定できないと市長が認

めた場合は、有資格業者以外の者を選定することができる。 

３ 前条の規定は、随意契約による場合の業者の選定について準用する。 

（秘密の保持） 

第１８条 指名業者の選定等については、取扱者以外の者に漏れないよ

う秘密の保持に十分注意しなければならない。 

（共同企業体の等級別格付の審査） 

第１９条 共同企業体の等級別格付の審査については、第５条に基づき

行うものとし、この場合、次の措置を講じて行うものとする。 

客観数値の算出は、経営事項の審査に準じて行うものとし、この場



 

合の経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職

員数のそれぞれの和とし、技術力は、各構成員の技術職員数の和とし、

経営状況は、各構成員の平均値によるものとし、その他の評価項目は、

公認会計士等の数については各構成員の和とし、労働福祉の状況、工

事の安全成績及び営業年数については各構成員の平均値によるものと

する。 

（指名通知の方法） 

第２０条 契約管理課長は、入札審査会付議調書の送付を受けたときは、

起工伺書に入札審査会付議調書を添付し、決裁権限者の決裁を受けた

後、指名通知書等により指名業者に通知するものとする。 

（審査会に付議しない工事に係る指名業者の選定） 

第２１条 審査会に付議しない設計金額が２００万円を超え１，０００

万円未満の工事に係る指名業者の選定等は、契約管理課長が行い、決

裁権限者の決裁を受けた後、指名業者に通知するものとする。 

（建設コンサルタント業務に係る業者の選定等） 

第２２条 建設コンサルタント業務（設計又は監理等に係る業務をい

う。）に係る業者の審査及び選定等については、工事に関する規定の

例による。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成１８年６月２日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年４月５日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 



 

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年１月１０日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領による改正後の第２１条の規定は、この要領の施行の日（

以下「施行日」という。）以後に執行伺いを発議する契約について適用

し、施行日以前に執行伺いを発議した契約については、なお従前の例に



 

よる。 

 

  



 

別表１ 

第８条に規定する主観数値における評点の算出方法は、下表のとおりとする。 

項 目 算式及び条件等 評点 

（１）渋川市が発注し

た建設工事の種類

別工事成績評定 

（当該業者が渋川市から受注し

た工事の前々年度から過去２年

間における工種別平均点（小数

点以下四捨五入）－６５）×４ 

算式結果による 

（２）渋川市優良工事

表彰 

前年度に優良建設工事表彰を受

賞した工事の工種 

１件につき １０ 

前年度又は前々年度に優良施工

業者表彰を受賞したもの 

１０ 

（３）指名停止状況 前年度又は前々年度に渋川市建

設工事等請負業者指名停止措置

要綱に基づき、一定期間の指名

停止を受けたもの 

４か月以上 

－４０ 

１か月以上４か月未満 

－２０ 

１週間以上１か月未満 

－５ 

（４）障害者の雇用の

状況 

申請時において、障害者の雇用

があるもの 

１０ 

（５）渋川市との災害

応援協定の締結の

有無 

前年度に渋川市との間で災害応

援協定を締結したもの 

１０ 

（６）渋川市との除雪

作業業務委託契約

の締結の有無 

前年度に渋川市との間で除雪作

業業務委託を締結したもの 

１０ 

（７）消防団員の登録

の状況 

前年度の１月１日時点（随時申

請の場合は申請時）において、

事業主又は従業員が渋川市消防

団員台帳に登録しているもの 

１名 ５ 

複数名 １０ 

（８）建設会社におけ

る災害時の事業継

続力認定の有無 

申請時において、関東地方整備

局が定める「建設会社における

災害時の事業継続力認定」実施

要項に基づく認定を受けている

もの 

１０ 

 

注１ 各評点の有効期間は、（４）及び（８）を除き、有資格業者名簿に登

録された日から当該日の属する年度の３月３１日までとする。 

注２ （７）及び（８）の評点については、必要書類の提出があった場合に

算出するものとする。 



 

別表２ 

第６条に規定する等級別格付の基準は、次のとおりとする。 

 

土木一式工事・建築一式工事 

等級 総合数値 

Ａ ８００点以上 

Ｂ ５７０点以上８００点未満 

Ｃ ５７０点未満 

 

電気工事・管工事・舗装工事 

等級 総合数値 

Ａ ７００点以上 

Ｂ ７００点未満 

 

その他の工事 

等級 総合数値 

Ａ ６５０点以上 

Ｂ ６５０点未満 

 

 


